
改正の趣旨

事業の休止及び廃止（第11条）

○ これまで、法令上詳細に規定されていなかった水道事業等の全部又は一部の休止及び廃止に
係る申請手続き及び許可基準を定めることとした。

○ 地方公共団体以外の水道事業者（その給水人口が５千人を超えるものに限る。）は、事業の
休廃止の許可の申請に際して、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなけれ
ばならないこととした。

改正後の水道法の条文（下線部：今回改正）

水道法（事業の休止及び廃止）

第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働省令で定めるところにより、
厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しては
ならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことによ
り、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

２ 地方公共団体以外の水道事業者（給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。）が、
前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に
含む市町村に協議しなければならない。

３ 第一項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届
け出なければならない。

水道法施行令（法第十一条第二項に規定する給水人口の基準）

第四条 法第十一条第二項に規定する政令で定める基準は、給水人口が五千人であることとする。1
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事業の休止及び廃止 （省令の概要）

ア 申請手続

事業の休廃止の許可を申請しようとする水道事業者は、休廃止計画書、水道事業の休
廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類、休廃止する給水
区域を明らかにする地図等を添えて、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならな
いこととした。

イ 許可基準

「公共の利益が阻害されるおそれがない」とは、許可の申請の内容に基づいて具体的に判断され
るべきものであるが、水道事業にあっては、
①休廃止しようとする給水区域において給水契約がないこと
②休廃止しようとする区域において給水契約があるときは他の手段による水の確保が可能である
こと

が考えられる。
なお、「他の手段による水の確保が可能であること」については、

①他の水道事業による給水が行われること又は、
②新たな水の確保の方法、衛生対策並びに負担するべき事項及びその額等を提示した上で、休廃
止しようとする区域における給水契約の相手方全員に対して同意を得ること
が必要。

「事業の休廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類」
①休廃止する区域内において給水契約がないことを示す書類や
②他の手段による水の確保が確認できる書類をいう。

厚生労働大臣は、事業の休廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めら
れるときでなければ許可をしてはならないこととした。
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公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類

区分① ・休止又は廃止しようとする区域において給水契約がないことを示す書類

区分②
・他の手段による水の確保が確認できる書類

・休止又は廃止しようとする区域の給水契約の相手方全員の同意が得られていることを示す書類

区分③
・休止又は廃止しようとする区域を新たに給水区域に含むことを示す水道事業の認可又は届出に
関する書類（申請中の場合は申請書類）

区分④ ・休止又は廃止しようとする給水対象の水道事業者の合意が得られていることを示す書類
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区分②

Ａ事業給水区域

給水契約
なし

給水

Ａ事業者

Ａ事業給水区域の一部は、Ｂ事業給水区域から水を供
給する方が効率的であるため、Ｂ事業者の給水区域へ
と変更する。

Ａ事業給水区域 Ｂ事業給水区域

給水

Ｂ事業者

Ａ事業給水区域の一部は、現在給水契
約があるが、今後、水の需要が減少し
ていくことから、一部を廃止する。

Ａ事業給水区域

井戸等

給水

Ａ事業給水区域の一部は、今後、開発
計画等がなく、水の需要が見込まれな
いことから、一部を廃止する。

給水

Ａ事業者

給水

Ａ事業者

給水

Ａ事業者

給水

Ａ事業者

Ｂ事業者

給水

Ａ事業者

給水

区分① 区分③

下図のフローに従って、該当す
る書類を添付する。
当該休廃止によって公共の利益
が阻害されるおそれがないこと
が認められる根拠となるもので
あること。



地方公共団体以外の水道事業者による市町村への協議

給水人口が政令で定める基準（５千人）を超える水道事業を経営する地方公共団体以外
の水道事業者は、その事業の休廃止に関する許可の申請に当たり、あらかじめ、当該申
請に係る給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならないこととしている。

概要

市町村以外の者が水道事業を経営しようとする場合、認可申請の際に、水道事業を経営
することについて、水道事業者が水道事業の休廃止の権限を有することも含めて、給水
しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得ているものであるが、一定規模以
上の水道事業の休廃止は水道事業の経営に関する市町村の判断に対して大きな影響を与
えることが考えられるためである。

趣旨

給水人口が５千人以下の水道事業を経営する地方公共団体以外の水道事業者におい
ても、水道事業の休廃止は市町村の判断に対して一定の影響を与えるものであること
から、事業の休廃止の申請に当たっては、あらかじめ給水区域をその区域に含む市町
村と十分に相談していただきたい。

留意点
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